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（１）背景  

市では、平成 25（2013）年に学識経験者や東京都、都市再生機構などが参画する「多摩ニュ

ータウン再生検討会議（以下、「再生検討会議」という。）」を設置し、専門的な見地から、

まちの再生、魅力の向上などについて検討を重ね、平成 27（2015）年 10 月に再生検討会議によ

り提言された「多摩ニュータウン再生方針（以下、「再生方針（提言）」という。）」、平成

28（2016）年3月に市としての再生方針「多摩市ニュータウン再生方針（以下、「再生方針」と

いう。）」を策定し、再生方針で示された将来像の実現を図るための“まちづくりの道しるべ”

として、平成 30 年 3 月に「諏訪・永山まちづくり計画」、市内ＮＴ区域全体の将来像を示すも

のとして、令和元年 3月に「全体計画」をそれぞれ策定してきました。 

これらを踏まえ、諏訪・永山地区のまちづくりが推進されている一方で、昭和 40 年代～50 年

代を中心に開発された愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等においても、入居から約 40 年が経過し、人口

減少・少子高齢化の進行に加え、都市基盤や住宅・設備の老朽化などの課題が顕在化しつつあ

ります。 

はじめに １

は

じ

め

に 
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（２）計画の目的・位置づけ 

１）本計画の位置づけ 

本計画は、地区の状況や今後の社会情勢等を勘案し、地区のまちづくりにおける具体的な方

向性を示すものです。地区全体における 2040 年代の都市構造を描くとともに、実現に向けた取

組みとしてのリーディングプロジェクトを位置づけることで、計画の具体化・取組みの推進を

図ることを目的とします。 

計画については、人口・世帯、社会情勢、法制度等の変化を捉えて、適宜見直しを図るとと

もに、取組みの状況を再生方針にフィードバックします。 

 

■本計画の位置づけ 
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２）関連計画での本地区の位置づけ 

■多摩市ニュータウン再生方針における再生の目標と目指すべき都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：多摩市ニュータウン再生方針（平成 28 年３月 多摩市） 

  

1 



4 

■多摩ニュータウン再生の道しるべ 全体計画多摩ニュータウン再生で描く将来都市構造イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

出典：多摩ニュータウン再生の道しるべ 全体計画～多摩ニュータウン再生で描く将来都市構造イメージ 

（令和 2年３月 多摩市） 

■多摩ニュータウン リ・デザイン 諏訪・永山まちづくり計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：多摩ニュータウン リ・デザイン 諏訪・永山まちづくり計画 

（平成 30年２月 多摩市） 

※想定する補完拠点及び関連する交通インフラ軸ルートについては、2016（平成 28）年 4 月の国の交通政策審議会の答申を踏まえ多摩市が想定した

ものであり、確定しているものではありません。 
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（３）対象地区の設定 

対象地区は、初期入居地区である諏訪・永山に続く第 2 次・3 次入居地区を中心としたエリア

で、永山駅・多摩センター駅に挟まれる愛宕地区と貝取・豊ヶ丘地区等が含まれます。公的賃

貸団地再生の進行による将来的な創出用地の動向や、旧耐震分譲マンションの再生方策等と併

せて、広範囲のまちづくりの中で検討する必要があることから、対象地区は以下の町丁目を含

む範囲とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象地区 

諏訪・永山 

地区 

地区面積：約 346 ヘクタール 

対象地区に属する町丁目 

 和田 3 丁目、東寺方 3 丁目、愛宕 1～4 丁目→愛宕地区 

 乞田→乞田地区 

 貝取 1～5 丁目、→貝取地区 

 豊ヶ丘 1～6 丁目、南野 1～2 丁目→豊ヶ丘地区 
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（１）計画当初の住区の考え方 

・永山駅と多摩センター駅の間に位置する本地

区（特に貝取・豊ヶ丘）は、住区内に 2小 1中

の学校区を持ち、近隣センターやサブセンタ

ー等を中心とした商業施設等の生活利便施設

が計画的に配置する「近隣住区理論」に基づ

いて計画された地区です。諏訪・永山地区と

比べ、住区内は公共施設としてバリアフリー

による遊歩道のネットワークが計画されてい

ます。 

（２）地区の状況 

１）全体土地利用 

 

 

・多摩市ニュータウン区域内でも唯一駅を持ち

合わせていない地区であり、多摩センター駅

と永山駅の両駅より、徒歩で1km以上離れた位

置に立地する住宅が多く、他地区よりも交通

利便性や市場性が比較的低い地区です。 

・地区内の土地利用は住宅利用が主で、愛宕地

区は都営住宅が多く、貝取・豊ヶ丘地区は分

譲住宅が中心ですが、尾根幹線沿道には大規

模な UR 賃貸住宅が立地しています。愛宕地区

と貝取・豊ヶ丘地区の間には、区画整理エリ

アが広がっています。 

・商業機能や生活利便施設は、計画当初は近隣

センターやサブセンター等に集中的に配置さ

れてきましたが、現在は、区画整理エリアに

あるニュータウン通りや鎌倉街道沿いにロー

ドサイド型の店舗等の商業施設が多く立地し

ている状況です。 

 

■土地利用・施設立地 

愛宕・貝取・豊ヶ丘地区の現況 ２

は

じ

め

に 

■開発当初の地区構成 

●駅を含まない地区であり、交通利便性や市場性が比
較的低い 

●土地利用は集合住宅団地が中心(分譲比率が高い) 

多摩市都市計画基礎調査（平成 29 年）より作成 
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２）都市計画 

 

 

 

・新住区域では地区の多くは第一種中高層住居

専用地域（60/200）、近隣センターは第二種

中高層住居専用地域（60/200）に指定されて

おり、良好な住環境が維持されています。 

・地区内の区画整理エリアは主に第二種住居地

域（60/200）に指定されています。多摩ニュ

ータウン通りは準住居地域（60/200）と第一

種住居地域（60/200）の指定です。 

・地区内では、8 か所で地区計画が指定されてい

ます。 

 

 

３）人口構成 

 

 

 

 

・地区全体で高齢化が進行しており、特に公的

賃貸団地が多く立地する愛宕地区と貝取地

区・豊ヶ丘地区等の南側では、高齢化率が

40％を以上と著しい高齢化が進行しています。 

・多摩市全体計画では、2015 年時点で多摩市の

人口は約 15 万人であり、再生への手立てが講

じられない場合、2040 年には 2015 年比で約

38％の人口減少が見込まれています。本地区

は市内でも特に将来的な人口減少・高齢化の

進行が顕在化すると予想されています。 

 

  

■高齢化率（Ｈ27） 

29,288
27,116

24,151

20,515

16,687

13,192

10,263

31.88%

37.23%

40.20%
42.87%

47.00%

51.72% 52.06%

13.29%

18.85%

25.35%
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29.85%
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35.54%
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25,000

30,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

65歳以上 40-64歳 15-39歳 0-14歳 高齢化率

（65歳～）

後期高齢者率

（75歳～）

（人）

■地区内の将来人口推計 

■用途地域図 

出典：将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版） 

（平成 30年 7月 国土交通省国土技術政策総合研究所）より作成 

●新住区域の大半は第一種中高層専用地域により、
良好な住環境を維持される一方で、区画整理エリ
アと比べ用途地域上、導入可能な機能が限定 

 

●建設年度が古い公的賃貸住宅が多く立地する愛宕
地区と貝取・豊ヶ丘地区の南側で高齢化が顕著 

●市内でも、将来的な人口減少・高齢化の進行が顕
在化 

出典：多摩ニュータウン再生の道しるべ 全体計画～多摩ニュ

ータウン再生で描く将来都市構造イメージ（令和 2年２月） 
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４）住宅立地 

 

 

 

 

 

・地区内は、昭和 40～50 年代を中心に入居が行

われています。 

・古くに入居が進んだ愛宕地区、貝取・豊ヶ丘

地区の南側には、昭和 56 年以前に建設された

旧耐震の分譲団地や公的賃貸住宅が数多く立

地しています。居住者の高齢化が進行し合意

形成に課題を要する分譲団地の再生は喫緊の

課題です。 

・一方、比較的新しい昭和 50 年代後半以降に開

発された貝取・豊ヶ丘地区の北側では、住戸

規模が大きく・様々な間取りが計画されると

ともに、自然地形を活かした配置や住棟計画

が工夫される等、多様性があり質の高い住宅

ストックが数多く立地しています。 

・愛宕地区の老朽化が進む都営住宅においては、

建替え事業が進行しています。 

  

●貝取・豊ヶ丘地区北側は、計画に工夫があり質が
高い住宅ストックが立地 

●愛宕地区、貝取・豊ヶ丘地区南側は、旧耐震の分
譲団地や公的賃貸が立地 

●愛宕地区では、都営住宅の一部建替えが進行中 

 

■地区内の特徴的な住宅ストック一例 

■供給主体別住宅ストックの分布 

■供給年次別住宅ストックの分布 

■４LDK・斜面住宅 

・斜面住宅・雁行住宅などを

織り交ぜ原地形の保全を図

る住棟配置計画を実施 

 

・住戸専用部分面積 109.54 ㎡ ・バルコニー面積 7.20 ㎡ 

■５LDK・メゾネット住宅 

５LDK メゾネット 

・住戸専有部分面積 99・77 ㎡  

・バルコニー面積 2.68 ㎡ 

出典：多摩ニュータウン開発事業誌－市域編Ⅰ（平成 20 年３月） 

 

多摩市都市計画基礎調査（平成 29 年）より作成 

 



10 

５）近隣センター・サブセンター 

 

 

 

 

・商業機能や生活利便施設は、計画当初は近隣

センターやサブセンター等に集中的に配置さ

れてきました。 

・しかし、モータリゼーションの進展や、消費

者行動の変化等により、幹線道路からの車ア

クセスや視認性が悪い近隣センターやサブセ

ンターでは、一部空き店舗化するなど商業機

能の低下が見られます。 

・近年は、「豊ヶ丘・貝取名店街」では空き店

舗等を活用した、コミュニティ施設への転換

が見られはじめています。 

 

 

 

 

 

 

 

６）公園・遊歩道 

 

 

 

 

・本地区は、貝取・豊ヶ丘地区を中心に、公園

と遊歩道（自転車歩行者専用道路）が連続し

た豊かな自然環境や地形を活かした景観が魅

力となっています。 

・遊歩道は、歩車分離により安全な歩行者空間

が形成されています。 

・地区内には多様な用途・大きさの公園が点在

しており、都市計画公園は6箇所立地していま

す。 

 

 

 

■近隣センター・サブセンターの立地 

■地区内の都市計画公園位置図 

■地区内の近隣センター・サブセンターの概要 

●近隣センター・サブセンターの空き店舗化の進行
による商業機能の低下 

●「豊ヶ丘・貝取名店街」では、空き店舗を活用し
たコミュニティ拠点づくりが進行 

 

●多くの公園と遊歩道が連続した豊かな自然環境が
魅力 

●遊歩道により歩車分離された安全な歩行者ネット
ワークを形成（貝取・豊ヶ丘地区） 

多摩市都市計画基礎調査（平成 29 年）より作成 

多摩市都市計画基礎調査（平成 29 年）より作成 
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７）学校跡地 

 

 

 

・計画当初は、各住区に 2小 1中が立地するよう

に計画がされていましたが、現在は、人口減

による統廃合が進み、学校住区を跨いだ校区

へ変化しています。 

・学校跡地は地域の住民のコミュニティ拠点と

しての活用、民間と連携したスポーツの場と

しての暫定活用が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

８）公共交通  

 

 

 

・本地区の主な駅までの移動手段は路線バスま

たはコミュニティバスです。 

・貝取・豊ヶ丘地区は、路線バスによる南北ネ

ットワークが充実しており、東西方向は支線

のコミュニティバスが補完しています。 

・愛宕地区は路線バスとコミュニティバスが東

西にネットワークし、駅間を結んでいます。 

・現在「多摩市地域公共交通再編実施計画」で

は、市内の交通不便地域の解消に向け、公共

交通ネットワーク全体を一体として形づくり

持続させることを目的に、バスを幹線・支線

へ再編し、地域密着交通（コミュニティタク

シー、デマンド型交通、ミニバス等）の導入

が方針として示されています。地区内では、

乞田地区の一部と貝取地区、豊ヶ丘地区の一

部が交通不便地域に位置づけられています。 

■多摩市地域公共交通再編実施計画の交通不便地域 

■小中学校に位置図及び児童数 

出典：全体計画 R2 年３月 

 

■学校跡地を活用した地域活動の例 

●人口減少により小中学校の統廃合が進行 

●廃校跡地を活用した民間事業者と連携した暫定活
用の実施 

 

●駅までの路線バスは充実 

●地区の一部が交通不便地域であり解消に向けた対
応を検討 

 

多摩市地域公共交通再編実施計画

（R2 年３月）より作成 
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８）地形・高低差 

 

 

 

・谷沿いに計画された幹線道路と丘陵部を造成した

住宅地に高低差が大きい箇所があり、幹線道路に

配置されたバス停から住宅地まで（ラストワンマ

イル）の円滑な移動が課題となっています。 

・貝取・豊ヶ丘地区の南側は、比較的な緩やかに造

成されている一方、北側は自然地形を残した造成

となっているため、坂道・階段等が多く、高齢者

にとっての移動が課題です。 

・愛宕地区でも、地区内の高低差も大きく、南北の

歩行者動線が不十分な状況です。 

 

 

 

 

 

 

９）防災機能 

 

 

 

・多摩ニュータウンは地盤が強固で、建物の不

燃化率も高く、災害に強い地域です。 

・地区内には、10 ヶ所の小・中学校が指定緊急

避難所および指定避難所に指定されているほ

か、愛宕コミュニティセンター、貝取コミュ

ニティセンター、乞田・貝取コミュニティセ

ンター、豊ヶ丘複合施設が2次避難所（福祉避

難所）に指定されています。 

・地区の外周道路が緊急輸送道路に指定され、

災害時のネットワークも整備されています。 

 

 

  

■防災計画図 

●幹線道路と住宅地に高低差あり、バス停からのラ
ストワンマイルの移動に課題 

 

●ニュータウン区域は地盤が強固で災害に強い住宅
地を形成 

 

■地形・高低差 
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１０）地域活動 

 

・地区には、まちづくり、子ども・青少年、高齢者

などに関連した28の市民団体が存在しており、コ

ミュニティセンターをはじめ、地区の学校グラウ

ンドや商店街など様々な場所で活動しています。 

・豊ヶ丘・貝取名店街の周辺では、Jsmile 八角堂や

とよよんをはじめとしたコミュニティ拠点化の動

きが見られます。 

 

 

 

 

 

 

１１）その他進行中のプロジェクト 

 

 

 

・南多摩尾根幹線道路は、4 車線化にむけて、聖ヶ丘 5 丁目～南野 3 丁目区間が 2020（令和 2）

年度 ～2025（令和 7）年度、稲城市百村～多摩市聖ヶ丘 5 丁目区間は 2021（令和 3）年度～

2029（令和 11）年度の事業化が進んでおり、南多摩尾根幹線道路全線の整備は 2029（令和 11）

年度を予定されています。 

・多摩市内の南多摩尾根幹線沿道の土地活用においては、南多摩尾根幹線沿道土地利用方針の

中で検討が進行しています。 

・広域的には、2027 年に予定されるリニア新幹線の開通が予定されています。将来的な小田急

多摩線や多摩都市モノレールの延伸などの検討も始まっています。 

  

■ランタンフェスティバルの様子 

■健幸つながるひろば とよよん 

●地区内では多くの市民団体が活動を展開 

 

 

●南多摩尾根幹線では 4車線化事業が進行中 

●将来的にリニア新幹線の開通や、多摩都市モノレール・小田急線の延伸により鉄道の利便性の
向上が見込まれる 
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（３）地区居住者の住環境満足度 

・本計画策定にあたり、今後のまちに必要な機能・ニーズ等を把握する事を目的に、対象地区

の居住者に対し、生活の実態や満足度等、地区内での居住に関する住環境アンケートを実施

しました。主な結果は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②各項目の主な傾向 

主な項目 （青：満足傾向 赤：不満・課題傾向） 
住環境全体 ・「自然環境の豊かさ」は全体で 90％の満足度。 

・「住宅の満足度」は 70％程度。 

住宅 ・地区全体で約 52％が分譲（集合住宅）所有。若年層の住宅所有は分譲が約 40％、次いで戸

建てが約 20％。 

・分譲（集合住宅）は、「広さ・間取り」は 60％、「住宅設備」は約 70％程度の満足度の一方、「換

気・断熱」や「バリアフリー」は約 40％が不満傾向。 

・若年層の将来的な居住意向は 60％弱、転居等の検討の理由は、「ライフステージの変

化」、「住宅に対する不満」、「不満はないが、今より良い住まいを見つけたい」

等。 

交通 
アクセス 

・駅訪問の目的は、「日常の買い物」が全体の約 70％程度。 

・駅までの移動の課題は「階段や坂道が多い」や「自宅から駅までが遠い」など。 

日常の 
買い物 

・全体で買い物は「駅周辺の店舗」を利用。他の利用は、若年層は「コンビニ」や「ネ

ット通販の利用」など。 

・利用しやすい立地は年代問わず「徒歩で行ける立地」。 

近隣センター 
の利用 

・近隣センターは現状 60%以上が利用をしていない。 

主な利用者は近隣に住む高齢者。 

・課題は「魅力的な店舗・サービスがない」、続いて「開いてる店舗が少ない」など。 

・将来期待する機能として、「日常の買い物店舗の充実」に加え「飲食店やカフェ」な

ど居場所の充実等の意見。 

公園 
利用 

・現状利用は「近所の公園」多く、「散歩等」の利用が主。 

・「座れる場所の少なさ」や「安心して使えるトイレがない」などが主な課題。 

・将来的な使い方は、若年層では「子どもの利用」や「安全・安心」に関する要望が強

く、「イベントやキッチンカーの出店」など従来の利用と異なる新たな公園活用に対

する一定の期待。 

遊歩道・緑道 
利用 

・「歩車分離」や「緑」に高い評価。 

・高齢者は「夜間の移動の不安」や「階段や坂道等」の課題回答が多く、若年層は「緑

による視認性の低下」や「動線が錯綜」など安全面の課題回答が多い。 

 

  

《調査概要》 

目 的  ：対象地区の居住者に対し、住まい・生活の実

態や満足度、交通アクセス、必要な機能等の

住環境に関する現状の評価やニーズ・利用

意向等を把握 

調査期間 ：令和 3年 8月 1 日から 9 月 1 日 

調査配布数：2000 部 

抽出方法 ：a.年齢区分 18～39 歳（若年層）、40～64

歳（中年層）、65 歳～74 歳（前

期高齢）、75 歳以上（後期高

齢）の 4 年齢区分 

b.抽出方法 住宅特性と立地によるエリアの分

類を基に、2000 人を抽出 

回収率  ：35％（郵送及びインターネットによる回答） 

■住環境に対する全体評価（Ｎ＝714） 
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（１）ＳＤＧｓを踏まえたまちづくり 

国連による「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の設定を受けて、2018 年 12 月に閣議決定さ

れた「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2018 改訂版」では、自治体においてもＳＤＧｓの観

点を取り入れた政策推進全体の最適化、地方創生の実現を推進することとなりました。 

本市では、子ども・若者たちが未来に希望を持ち続けることができる持続可能なまちづくり

を実現していくため、総合計画に基づき、各分野別の施策を統合的に推進していくことで、Ｓ

ＤＧｓの達成に向け寄与していく事が掲げられています。 

そのためまちづくりにおいても、多様な主体と連携したパートナーシップ等により、ＳＤＧ

ｓを踏まえた持続可能なまちづくりの推進等を進める事が必要です。 

 

（２）新技術を活用したまちづくり 

近年は急速なデジタル化が進行しており、まちづくりにおいてもＡＩや IoT、ビッグデータ等

のＩＣＴ技術の活用・導入が進められ始めています。 

地区の計画を検討する上でも、都市基盤

の維持・更新や少子高齢化、人口減少など

の課題が生じる中で、このような技術進歩

を好機ととらえ、本地区においては、高齢

者の健康維持や移動手段の確保などにむけ

て、新技術やビッグデータ等を活用したま

ちづくりの視点が求められます。 

  

社会情勢を踏まえ配慮すべきまちづくりの視点 ３

は

じ

め

に 

出典：内閣府「スマートシティ・ガイドブック」 

（R3 年１月） 
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（３）コロナ禍や現代のライフスタイル変化を踏まえたまちづくり 

新型コロナウィルス感染症の世界的

な感染拡大により、個々人・企業がそ

れぞれの価値観を見直し、新たなライ

フスタイルを模索するきっかけとなり

つつあります。 

特に国内のまちづくりにおいては、

テレワークの普及により郊外都市のゆ

とりある住環境が改めて評価されてお

り、健康志向の高まりにより、周辺

の公園利用など屋外空間の利用が活

発になるなどの変化が見られます。 

このような変化を踏まえ、本地区においても既存の多様な住宅の活用や、柔軟な働き方に対

応するワークスペースなど身近な働く場の充実、公園・緑地などのオープンスペースなど身近

な屋外空間の有効活用、既存の遊歩道を活かした歩行者ネットワークの充実などの検討が必要

です。 

 

（４）変動の激しい社会変化に対応するまちづくりのアプローチ 

現在は、あらゆるものを取り巻く環境が複

雑さを増し将来の予測がしづらい時代であ

り、特にまちづくりにおける従来の固定的な

都市計画プロセスは、流動的な社会変化に対

応できない点が課題です。 

一方で、昨今のまちづくりにおいては、社

会変動に対応する計画プロセスとして「タク

ティカル・アーバニズム」のような、仮説を

持ち小さな実証を積み重ねることで社会変化

や地域の実情に合わせた計画を作る、ボトム

アップ型の計画プロセスも取り入れられはじ

めてきました。 

本地区においても、このような計画プロセスを取り入れた柔軟なまちづくりのアプローチを

講じることも必要です。 

  

出典：国土交通省「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」

R2 年 8月 
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４－１．本地区におけるまちづくりの「方向性」と「再生の目標」 

（１）本地区におけるまちづくりの「方向性」 

2 章及び 3 章で整理した、地区の現状と注視すべき昨今の社会変化を踏まえ、本地区は、既

存資源の活用や新技術等の活用により、地区の魅力向上と課題解決図ることで、地区ならで

はの魅力ある住まいや環境の実現を目指します。 

まちづくりの実現に向けては、昨今の見通しづらい社会変化を考慮し、長期的なまちの将

来像を描きながらも短期的な小さなアクションを積み重ねることで、流動的な社会変化に対

応したまちづくりを推進するものとします。 

 

  

愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等のまちづくり計画 ４

小さなアクションの積み重ねによって 
まちの方向性を定める 

長期的なまちづくりの目標

（将来都市構造）を見定め

つつ、流動的な社会変化

に対しては、適宜対応して

いくことで、持続的なまちを

実現する 

長期的な目標の実現 

多様な主体が活躍する体制づくり・支援 

・新技術等の活用 

・コロナによる郊外都市の

住環境の見直し 

・SDGｓを踏まえた持続可

能性        など 

地区の 
魅力向上 
課題解決

実践 計画 

改善 評価 

■小さなアクションの実践 

社会変化のトレンドを活かす 

活かす魅力 解決すべき課題 

・魅力ある良質な住宅ストック 

・近隣センターのコミュニティ拠点化 

・学校跡地等の暫定活用 
 

・公園と遊歩道が連続した豊かな自然環境 

・住区内の歩車分離による歩行者空間 

・路線バス等による充実した公共交通ネット

ワークの形成 

・多様な地域団体の活動 

・旧耐震マンションの解消 

・近隣センターの機能低下 

・尾根幹線沿道の創出用地や学校跡地等の 

長期的な土地活用の検討 

・利用ニーズに合わせた柔軟な活用策の検討 

・バス停までの高低差・ラストワンマイルの移動 

・交通不便地域の解消 

・地域活動の担い手づくり 

・コミュニティの希薄化、地域内の居場所 

 
住宅 

 
みどり 

い 

 

い 

まちづくりの実現にむけて 
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（２）愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等におけるまちづくりの「目標」と「方針」 

１）まちづくりの目標 

 

 

 

 

 
 
 

愛宕・貝取・豊ヶ丘地区等は、駅の間に位置し、多摩市ニュータウン区域内においても市

場変動が読みにくいエリアである一方、地区内の豊かな自然環境や、ゆとりある分譲住宅を

中心とした住空間、多彩な地域活動が魅力的なエリアです。 

地区の再生においては、このような既存の資源を活用しながら新たなニーズを小さな取組

の中で掘りおこし、発信していく事で、個性あるまちの魅力を磨き、持続的で活力あるまち

づくりの実現を目指します。 

２）まちづくりの方針 

 まちづくりの実現にむけては、将来都市構造に基づく「ゾーニング＋拠点形成＋ネットワー

ク」を切り口とし、以下の方針を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の優れた資源を活かしつつ、小さな取り組みを重ねて新たなニーズを掘りおこすことで、 

流動的な社会変化に柔軟に対応し、立地に応じた地区ならではの魅力的な暮らしを創り、 

若年層の誘引・定住を目指す「愛宕・貝取・豊ヶ丘エリア」 

 

 市場性や供給年次、立地

特性を踏まえた住宅の再

生 

 利便性や地域住民の生活

を支える沿道拠点機能の

維持 

 将来的な尾根幹線整備に

当たっては、地区のポテ

ンシャルを生かした土地

利用転換の想定 

 

 既存の遊歩道や公園を活

用した心地よい屋外空間

の形成 

 近隣センター等を活用し

た生活利便機能の維持・

地域の居場所を創出 

 住宅ストックと連携した

小さな拠点形成による多

世代の交流を生むコミュ

ニティ醸成 

 沿道開発や土地利用転換

に際は新たな拠点を形成 

 

 既存の遊歩道ネットワ

ークを活かした歩行者

空間の充実 

 地区内移動の円滑化に

向けた、高低差解消や

新たな交通モードの導

入検討 

 交通施策と連携した公

共交通のネットワーク

形成 

 

拠点形成 ネットワーク ゾーニング 

リーディングプロジェクトに等による具体な取組みの実践 
住宅 近隣センター 

公園 

遊歩道 

交通 
尾根幹線 
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■将来都市構造イメージ図 

■将来都市構造図（ゾーニング＋拠点＋ネットワーク） 

  

※ゾーニングの考えを踏まえ、拠点の形成やネットワークの構築などの必要に応じて、新たな都市計画フレーム

（用途地域、容積率、高さ、密度等）や地区計画の導入を検討します。 
※拠点やネットワークの位置は目安として示しています。 
※大規模開発等の際は、事業者・住民と協働で具体化を目指します。 
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４－２．将来都市構造の実現に向けたまちづくりの方針 

（１）ゾーニング 

１）ゾーニングの考え方 

ゾーニングは、全体計画、及び駅からの距離や不動産の市場性、広域ネットワークの変化など

を踏まえ、将来動向や現状の土地・建物利用状況を勘案した設定とします。 

 住宅地においては、市場性や供給年次・立地特性を考慮した活用をベースとし、既存住

宅ストック活用を中心としたゾーニング設定とします。 

 区画整理エリアは、現状の利便性や地域住民の生活を支える沿道拠点機能の維持を図り

ます。 

 将来的な尾根幹線沿道の整備に当たっては、地区のポテンシャルを活かした土地利用転

換を想定します。 

 

  
■ゾーニング図 



21 

２）ゾーニングの方針 

■ゾーンごとの土地利用の考え方 

ゾーン 凡例 対象 土地利用の方向性 

駅近接 

ゾーン 

 

駅より概ね 500ｍ圏

内で駅への経路が比

較的確保されたエリ

ア 

・永山駅及び多摩センター駅に近接した立地と豊かな
自然環境・良質な住宅ストックを活かし、住環境と
利便性を重視するような若い世帯の定着・誘導を行
う。 

沿道型商業・

業務ゾーン 

 

ニュータウン通り周

辺の区画整理エリア 

・利便性の充実や、働く場、地域住民の生活を支える
沿道拠点機能の維持・活用を図る。 

環境配慮型 

ゆとり住宅地

ゾーン 

 

貝取・豊ヶ丘北部の

比較的新しい分譲マ

ンションが多く集積

しているエリア 

・良好な住環境、比較的駅に近接している立地を活か
し、リノベーション等による住宅ストックとしての
価値向上を図ることで、ゆとりあるライフタイルを
志向する世帯の定着・誘導を行う。 

環境配慮型 

再生ゾーン 

 

主に駅から概ね１km

以上の賃貸・分譲団

地 

・供給年代による住宅ストックのスペック・立地・市
場性を踏まえ、改善・建替え・集約等により付加価
値が向上する再生を促進する。 

・将来的な住宅需要に応じた再編によって、生み出さ
れる創出用地は、地域まちづくりに資する活用を目
指す。 

尾根幹線沿

道ゾーン 

 

主に尾根幹線沿道の

エリア 

・諏訪・永山沿道エリアの動向を注視しつつ、鎌倉街
道交差点部の沿道ポテンシャルやサービスインダス
トリー地区・大学・公園等の周辺既存施設と連携し
た多摩ニュータウンの魅力や活用を高める、賑わ
い・雇用・イノベーションを創出する土地利用転換
を図る。 
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（２）拠点形成 

１）拠点形成の考え方 

拠点は、ゾーンごとに立地に応じた既存資源の活用を中心とした様々な機能の拠点形成を図り

ます。 

 既存の遊歩道や公園等は、緑の拠点として、心地良い屋外空間形成を図ります。 

 近隣センターは既存建物を活用した多様な生活拠点として、生活に密着した機能を中心に

地域の居場所を創出します。 

 住宅ストックと連携し、団地内の集会所や屋外空間は、小さな拠点として、多世代の交流

を生むコミュニティ醸成の場として活用を図ります。 

 沿道開発や土地利用転換に際は新たな拠点の形成を目指します。 

 

■拠点図 
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２）拠点形成の方針 

拠点 凡例 方針 

沿道型 

地域拠点 

 
・区画整理エリアでは、沿道商業の充実により地域住民の生活を支えるとともに、
多様な機能立地による職住近接の実現を図る。 

・近隣センター周辺では、将来の更新の際に車アクセス性の向上や高低差解消を図
るとともに、沿道の施設とも連携することで、歩行者だけでなく自動車での来訪
者も取り込んだ再生を目指す。 

生活 

支援拠点 

 

・日常利用のスーパーやコンビニ等の生活利便施設は機能維持を図る。 

・施設の利活用や更新に合わせ、広場や緑道等の屋外空間活用を推進し、地域の居
場所づくりを行う。 

緑の拠点 

 

・公園の特徴を踏まえて、公民が連携した柔軟な利活用や維持保全を図る。 

小さな 

拠点 

 

・団地内の集会所や屋外空間は、多様な世代が集まるコミュニティを醸成する場と
して活用し、遊歩道沿いに設けるなどで、地域に開放した空間形成を推進する。 

尾根幹線 

沿道拠点 

 

・将来的に多摩ニュータウンの魅力や活用を高める、賑わい・雇用・イノベーショ
ンを創出する土地利用の実現を目指す。 

医療 

福祉拠点 

 

・現在の医療・福祉サービスの維持とともに高齢者の身近な見守り・支援を行う医
療・福祉機能の充実を推進する。 

公共 

公益拠点 

 

・既存施設の活用をはじめ、時代の変化に応じた柔軟な学校跡地等の低未利用活用
を推進する。 

・地域コミュニティ活動に限らず、リモートワークや web 会議室等の場としての活
用など、個人利用の多様なニーズに応える場の形成を目指す。 
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（３）ネットワーク 

１）ネットワークの考え方 

良質な都市基盤を活用し、道路・遊歩道等の場所の特性に応じた移動のネットワークを形

成します。 

 地区内の遊歩道ネットワークを活かした歩行者空間の充実を図ります。 

 地区内の移動の円滑化に向けて、高低差解消や移動支援を図る新たな交通モードの

導入を検討します。 

 多摩市地域公共交通再編実施計画と連携した公共交通のネットワーク形成を推進し

ます。 

 

■ネットワーク図 
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２）多摩市地域交通再編実施計画及び多様なモビリティの走行を前提としたネットワークの方針 

場所  方針 

南多摩 

尾根幹線道路 

 

・広域的道路ネットワークを形成し、広幅員を活かしたスポーツサイク
ル等の走行を推進。尾根幹線道路を活用したバスルートも検討する。 

・沿道は、土地利用転換を図り、産業・研究・スポーツ・商業など特徴
的な拠点形成を目指す。 

幹線道路 

（多摩 NT 通り、鎌倉街

道、幹線道路） 

 

・幹線道路は歩行者・自転車が安全に通行できるような道路空間を必要
に応じて検討する。 

・将来的には、駅までの移動の円滑化を図るようなパーソナルモビリテ
ィの走行位置としても想定する。 

遊歩道・ 

コミュニティ 

ループ 

（自転車歩行者専用道路） 

 

・遊歩道は、各拠点を繋ぎ、安心で快適な歩行者空間として維持・更
新するため、随時改修を行い、各拠点を繋ぐ滞留空間や休憩場所とし
てベンチの設置等を推進する。 

・バス停や他の地区と繋がる遊歩道は「コミュニティループ」と位置づ
け、モビリティの走行等による、幹線道路沿いに立地するバス停まで
の移動手段の確保を目指す。 

身近な緑道 

（愛宕地区） 

 

・愛宕地区の身近な緑道は、段差の解消やリニューアル等を推進する。 
・バス通りまでのアクセス経路として既存の緑道を活用する。 

モビリティ 

スポット 

 

・エリア内に多様なモビリティが走行することを想定し、交通結節点や
主要幹線等にはモビリティーポートを設置することで、地域に開いた
身近な交流を促す場を併設する。 
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４－３．リーディングプロジェクト 

（１）リーディングプロジェクトの設定 

まちづくりの実現に向け、重点的に進めるべき取組みをリーディングプロジェクトとして位

置づけ、地区で求められる新たなニーズを地域で掘りおこし、短中期的に実践できるものから

取組みを積み重ねることで、長期的な目標達成を目指します。 

まちづくりの方針に掲げた取組みの実施にあたり、特に現在の動向や既存資源の活用ができ

る短期的な取組みとして想定できる７つのプロジェクトを設定し、プロジェクトの実践を通し

て、中長期的な方向性の検討、及び推進体制の構築を目指します。 

 

■リーディングプロジェクトの設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 既存の遊歩道ネットワ

ークを活かした歩行者

空間の充実 

 地区内移動の円滑化に

向けた、高低差解消や

新たな交通モードの導

入検討 

 交通施策と連携した公

共交通のネットワーク

形成 

 

 

 既存の遊歩道や公園を活

用した心地よい屋外空間

の形成 

 近隣センター等を活用し

た生活利便機能の維持・

地域の居場所を創出 

 住宅ストックと連携した

小さな拠点形成による多

世代の交流を生むコミュ

ニティ醸成 

 沿道開発や土地利用転換

に際は新たな拠点を形成 

 

 市場性や供給年次、立地

特性を踏まえた住宅の再

生 

 利便性や地域住民の生活

を支える沿道拠点機能の

維持 

 将来的な尾根幹線整備に

当たっては、地区のポテ

ンシャルを生かした土地

利用転換の想定 

拠点形成 ネットワーク ゾーニング 

7 つのリーディングプロジェクト 

分譲住宅再生ＰＪ 

公的賃貸マンション再生ＰＪ 

既存住宅ストック活用ＰＪ 

尾根幹線沿道開発ＰＪ 

公園・緑道活用ＰＪ 

 

近隣センター活性化ＰＪ 

 

移動の円滑化ＰＪ 
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（２）既存住宅ストック活用プロジェクト 

１）基本方針 

2 次・3 次入居を中心とした比較的新しく良質な分譲住宅を活かし、若年層に訴求して世代

循環を促すため、住戸リノベーション等による中古住宅市場の活性化に繋がる仕組み・体制

づくりの推進を目指します。 

２）現状と課題  

・貝取・豊ヶ丘地区の北部には、比較的

供給年次が新しく、広くて質の高い分

譲住宅が分布している一方で、南部や

愛宕地区を中心に高齢化が進行し、高

齢化率が 40％を超えています。 

・また将来的に、相続時に市場への処分

が高齢化による空家の増加や相続放棄

等により代替わりに支障が出るなど、

住宅の管理不全が発生する可能性があ

ります。 

・住環境アンケートでは、若年層の現住居への不満やより良い住まいへの指向、将来的なラ

イフステージの変化などにより、居住継続意向が 60％弱と多世代に比べて低い状況にある

点や、特に若年層は住宅の設備やバリアフリー等に対し不満に感じていることが明らかと

なりました。 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

不満はないが、今より良い住まいを見つけたい

就職や転勤、テレワーク等仕事による転居

結婚・出産・離別等変化による転居

子どもの進学・卒業などによる転居

親の介護等による転居

施設入所等による転居

現在の住まいに不足・不満がある

～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳～

■年代別、「転居」「今後転居を検
討」する理由（Ｎ＝177） 

市内での分譲団地を活用した 

買取再販事業の実施 
 

市内の地元事業者による築 30 年以上の旧

公団分譲物件に特化した買取再販事業が

実施されています。 

 

TOPIC
①１1 

TOPIC
１1 

例：グリーンメゾン 3（専有 89.8 ㎡） 

多摩ニュータウンに住もう！！ 

住環境見学ツアーの開催 
 

市では、多摩ニュータウンの住環境や子育て環

境の魅力を案内するツアー及び個別相談会

を実施しています。 

 

参照：LIXIL 不動産ショップ中央企画  参照：多摩市ＨＰ 
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３）ＰＪの段階的戦略 

地区内の良質な住宅ストックの将来的な循環、及び中古住宅市場の活性化を目標に、短期

的には地元の事業者等と連携して若年世帯に訴求する住宅モデルの検証を行い、地区内の住

宅ストックの魅力向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）ＰＪの推進にむけて 

プロジェクトの推進にむけては、地元の大学・事業者等との意見交換や勉強会等を行う場

を設け、検討体制を早期に構築し、具体的な取組展開を目指します。

事業者や地元工務店・大学等と連携

し、良質な住宅ストックの住戸リノベーシ

ョンにより若年層に訴求するモデルを、

試行的に検討 

空家発生を抑制し、中古住宅

市場の活性化に繋がる仕組

み・体制づくり、及び面的なリノ

ベーションまちづくりへの波及を

図る 

 
2040 年代 

短 長

期 

短期的な実践メニューイメージ 

Ex)リノベーション住戸の魅力

の発信や中古住宅流通活性

化に向けた機運醸成のた

め、地元の大学と連携して

DIY のモデルとなるイベント

等を開催。など 

①地元や大学と連携した

モデル的リノベーション・

ＤＩＹ住戸の検討 

②民間事業者等と連携

した住戸・住棟等のモデ

ル検討 

Ex)若年層向け中古住宅の需要

喚起のため、民間事業者等と

連携してリノベーション、企

画住戸のモデルを検討。 

・賃貸住宅事業者とモデル案や

ノウハウを共有し、相互にモ

デルを刷新。など 

③家族信託など分譲資

産の管理・相続等のセミ

ナー・啓発活動の実施 

Ex)家族信託等の制度の周知・

啓発により施設入居時や相続

時の手続きを円滑にすること

で、相続放棄や空家の放置を

防止し、中古住宅の流通を促

進する。 

 

事例：未知カフェ 
多摩市若者会議 DIY の様子 

事例：ＵＲ団地デザインコンペ 事例：多摩市マンション管理セミナー 
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（３）分譲住宅再生プロジェクト 

１）基本方針 

主に地区内の旧耐震マンション等の分譲住宅に対して、耐震性や老朽化等の課題に対応し、

安全で快適な住環境の形成を団地管理組合ごとに推進できるように、支援メニューの充実を

図ります。 

 

２）現状と課題 

貝取・豊ヶ丘地区南部と愛宕地区を中心に供給年次の古い住宅団地が多数立地しており、

昭和 56 年以前の旧耐震基準の分譲マンションも複数立地していることから、早急な対応が求

められ、建替え・改修等の支援を行っていく必要があります。 

■供給年代別の住宅分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■旧耐震基準の分譲マンション数（３階以上対象。２階以下の共同住宅（タウンハウス等）は含まない） 

 

 

 

 

 

 

           資料：東京都 マンション実態調査結果（平成２５年３月） 

市内の旧耐震基準の分譲マンション数 
 

・市内の昭和56年以前の旧耐震基準の分譲マンションは、約6,874戸（市内分譲マンション
全体の約 30％）となっています。 

TOPIC
①１1 
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③多摩ニュータウン エステート鶴牧４・５住宅 

・「外断熱改修」により、建物寿命・省エネ効果が大幅に向上しました。 

 

①ブリリア多摩ニュータウン諏訪 

・建替え事業によって、若い世代が流入し、多世代で賑わうまちとして再生されまし
た。入居者の 7割強は、市外からの転入でした。 

 

築年 1971 年 

敷地面積 約 64,400 ㎡ 

延床面積 約 34,050 ㎡ 

容積率 約 50％ 

構造規模 地上５階 

23 棟 RC 造 

総戸数 640 戸 

 

■従前 ■従後 

改修 

 

築年 2013 年 

敷地面積 約 64,400 ㎡ 

延床面積 約 124,900 ㎡ 

容積率 約 150％ 

構造規模 地上 11・14 階地下 1階 

7 棟 RC 造（一部 S造） 

総戸数 1,249 戸（分譲 684 戸） 

 ■居住者の年齢構成 

建替 

築年 1982 年 

戸数 356 戸 

期間 2014 年 2 月～2015 年 3 月 

概要 ・旧耐震基準であったが、耐震診断で問題な

し 

・国土交通省『住宅・建築物 省 CO2 先導事

業』 

出典：長谷工コーポレーションＨＰ 

 

②多摩ニュータウン エステート貝取２ 

・「外断熱改修」、「給排水管更新」により、長期的な修繕コストを抑制しました。 

 
築年 1983 年 

戸数 293 戸 

期間 2021 年～2022 年（工事中） 

概要 ・給排水管更新の勉強会から、外断熱改修の

計画が浮上 

・多摩市の『優良建築物等整備事業』助成、

国土交通省『長期優良住宅化リフォーム推

進事業』補助金を活用 

出典：マンションタイムズ 令和 3年 10 月 5 日号 
出典：金子勲一級建築士事務所ＨＰ 

※デザイン案 

出典：諏訪永山まちづくり計画 
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マンション再生に向けた制度の拡充 

敷地売却制度の対象拡充と敷地分割制度の創設 

諏訪・永山まちづくり計画策定以降、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正によ

り、老朽化するマンションの柔軟な再生を図ることを目的とし、令和３年に敷地売却制度の適応拡充

（特定要除却認定に関する規定）、令和４年に団地における敷地分割制度の創設が予定され、分譲団

地再生の手法が拡充しています。 

 

 

●敷地売却制度 

 「マンションの建替等の円滑化に関する法律」に基づき、マンションの敷地を一括して買

受人に売却する制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●敷地分割制度（2022 年 4 月施行予定） 

 団地型マンションの再生の円滑化を図るため、棟や区画毎のニーズに応じ、一部棟を存置

しながら別の棟の建替え・敷地売却を行うため、特定要除却認定を受けたマンションを含

む団地において、4/5 の合意により敷地の分割を可能とする制度 

  

③団地内の建物は、原則とし
て全てマンションであり 
全棟が特定要除却認定※１を
受けている事。 

※ 特定要除却認定 

●耐震性不足 
●火災安全性不足 
●外壁剥離等 
・認定は特定行政庁
が行います。 

出典：国土交通省 敷地分割事業のガイドライン（案） 

出典：東京都 マンション再生ガイドブックを基に 

一部追加記載 
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３）再生に向けた戦略 

分譲マンションの実態に応じた柔軟な再生手法が実現できるよう、新設された敷地売却、

敷地分割等を含めた再生支援メニューを拡充します。 

建替え等の事業実施時には、まちづくり計画で位置付けた地域のコミュニティを醸成する

小さな拠点の形成に努めます。 

①再生への支援 

地区内の分譲マンション管理組合に再生への流れを周知するとともに、旧耐震を含むマンショ

ン管理組合には、再生手法や支援について懇談会等を実施します。 

 

■マンション再生の流れの周知 
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②都・市等による支援  

■準備・検討段階 

■検討・計画段階 

６）ＰＪ推進に向けて 

既存の団地型分譲マンション（特に、旧耐震基準のものを含むマンション）の再生を、準

備・検討・計画・実施など各段階において、東京都と連携しながら支援を行います。 

  

多摩市住宅アドバイザー派遣制度 

【多摩市 都市計画課】 

管理組合運営、大規模修繕、規約改正等に関する指導・助言 

 2 時間 1 管理組合あたり年度内 5回まで 

多摩市マンション建替え・改修ア

ドバイザー制度 

【多摩市 都市計画課】 

・Aコース（入門編）2時間 派遣料全額補助（テキスト代等除く） 

多摩市マンション再生等合意形成

支援事業補助制度 

【東京都 マンション課、 

多摩市 都市計画課】 

・マンション再生計画等の策定に関すること 

・マンション再生の合意形成に関すること 

・その他、専門家への相談に関すること 

 （対象事業費）単年度あたり 1,000 万円限度。通算（8 年間）

4,000 万円限度（50 戸未満の場合は別途上限あり） 

 (補助金の額)原則、対象事業費の 1/2（単年度あたり 500 万）。た

だし、以下いずれか低い額又は要綱の規定によるものとする。 

①対象事業費×1/2 ②1,000 万円×1/2 

③（4,000 万円×1/2）-（過年度における補助額の合計） 

多摩市非木造住宅耐震化促進補助

制度（耐震診断） 

【多摩市 都市計画課】 

・昭和 56年 5月 31日以前に建築確認を受けた非木造住宅に対し、耐

震診断費用の 2/3、棟当たり最高 200 万円（1 戸について 5 万円限

度）補助 

多摩市非木造住宅耐震化促進補助

金（耐震改修） 

【多摩市 都市計画課】 

・耐震診断の結果、耐震性能が不足している場合に、補強設計費用

の 2／3、耐震改修費用の 1／2（上限 1,500 万円）を補助するもの 

多摩市優良建築物等整備事業補助

金 

【多摩市 都市計画課】 

・建替え事業に対して、建替え決議の前における調査設計計画費及

び共用部分などの整備等に係る費用を市が補助するもの（各対象

費の 2/3、戸当たり上限 100 万円） 

多摩市街づくり条例に基づく地域

まちづくり計画の作成 

【多摩市 都市計画課】 

・まちづくり計画を踏まえた建替えを行う場合、地域まちづくり計

画を作成し提案された都市計画を踏まえ、条例に基づき都市計画

フレームの見直し（用途容積、高さの緩和等）を検討 

共同住宅建替誘導型総合設計制度 

【多摩市 建築指導課】 

・建築後 30 年以上のマンション建替え事業にあたり、一定の公開空

地を計画したものに対して特定行政庁の許可により容積率・高さ

の制限等について一定の範囲で緩和が可能 

※一定の団地型マンションにおける公開空地の規模条件等が一部緩和される 

多摩市大規模団地等建替え事業支

援実施制度 

【多摩市 都市計画課】 

・市内の敷地面積 1 万㎡以上の団地等において、一定の要件に合致

する場合、設置する庁内連絡会議にて支援計画を策定し、支援を

実施するもの 
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（４）公的賃貸マンション再生プロジェクト  

１）基本方針 

老朽化の進んだ団地の改修や建替え等を進め、バリアフリー化など居住環境を改善します。

建替え等の再生の際は、地域のコミュニティを醸成する小さな拠点の形成を推進するととも

に、創出用地の活用による地域の活性化を図ります。 

 

２）地区の現状・課題 

①公的賃貸マンション再生の進行状況（Ｒ３年時点） 
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②公的賃貸マンション再生の取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ＰＪの推進にむけて 

公的賃貸事業者と連携を図りながら、事業実施に向けた推進を図ります。 

 

  

①都営住宅 

・愛宕団地の移転先として、中沢一丁目
団地は令和 3年 7月に入居開始 

・旧西愛宕小学校跡地において建設工事
実施中 

・和田団地、東寺方団地、愛宕団地は順
次建替えに着手 

 
 

②ＵＲ都市機構 

・平成 30 年 12 月 19 日に「ＵＲ賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」を策定・公表 
・3つの団地別の類型が示され、このうち管理開始から 40年以上が経過した団地を対象とする「ス
トック再生」には、地区内では貝取団地と豊ヶ丘団地が該当 

 

・旧西愛宕小学校跡地等を活用して建替えを実施 

●ＭＵＪＩ×ＵＲ 
 
・若い世代の流入に向けて、UR 永山団
地において「ＭＵＪＩ×ＵＲ」とい
うリノベーションの取り組みを進め
ています。 

●健康寿命サポート住宅 
 
・高齢者への対応として
は、「健康寿命サポー
ト住宅」として、安全
に住み続けられるよう
な改修を行っていま
す。一定の要件を満た
す世帯には家賃を減額
しています。 

 
 

その他の取組み事例 

同地区での取組み事例 

③ＪＫＫ 

・子育て・高齢者等の多様な世帯の入居を支援。子育て・高齢者世帯等を対象に優先的に入居申し
込みを受け付け 

・親族との近居を希望する世帯を対象に優先的に住戸を紹介（登録制） 
・新婚世帯・ひとり親世帯、若年世帯を対象に一部団地で一定期間の家賃を割引き 
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（５）尾根幹線沿道開発プロジェクト 

１）基本方針 

尾根幹線の広域幹線道路を活かし、沿道に賑わいや地元雇用を創出できるような土地利用の

転換を誘導します。 

２）地区の現状 

①沿道の土地利用の状況 

地区の沿道は主に市公共施設とＵＲ貝取・豊ヶ丘団地で構成されています。また、地区の

東側にはサービスインダストリー地区が立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②旧南豊ヶ丘小学校における小学校の跡地活用 

旧南豊ヶ丘小学校跡地は、地域のスポーツ活

動や地域のコミュニティ活用の場とする南豊

ヶ丘フィールドとして活用がされています。 

 

 

 

３）ＰＪの推進にむけて 

「中長期的な将来、土地利用の計画的な誘導を検討するエリア」の位置付けがある同地区

は、地区沿道のポテンシャルや、諏訪・永山地区における土地利用転換と連携しながら、地

区ならではの機能導入の検討を進めます。 

  

■南豊ヶ丘フィールド 
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（６）近隣センター活性化プロジェクト 

１）基本方針 

地域内の近隣センター・サブセンターは、モータリゼーションの進展や人口減少、ライフ

スタイル等の変化に伴い、センターの機能や魅力が低下しつつあります。一方で、一部のセ

ンターでは、地域活動の拠点等のコミュニティ転換も進みつつあります。このような状況を

踏まえ、同ＰＪにおいては、地域ニーズに応じた実証実験を重ねながら、将来的な近隣セン

ターの機能や再生のあり方について検討を行います。 

２）地区の現状と課題 

・住環境アンケートでは、若年層は約

70％が近隣センターを利用せず、主に

駅周辺の店舗で買い物をしており、地

域住民は「魅力的な店舗が少ない点」

や「開いている店舗が少ない点」に課

題を感じていることが明らかになりま

した。 

・また、将来期待する機能については、

商業的な役割のみならず「カフェ等の

身近な居場所」の役割が一定のニーズ

としてあることも把握できました。 

  

 

「豊ヶ丘・貝取名店街」展開されているコミュニティ活動の状況 
「豊ヶ丘・貝取名店街」では、「Ｊsmile 多摩八角堂」を中心としたランタンフェスティバル等のコミュニティ活動、「とよ

よん」を中心とした福祉的なコミュニティ拠点化、多摩市立青陵中学校が中心となった「ＳＴＰ（商店街をちょっ

と楽しくするプロジェクト）など多様な世代が中心となったコミュニティ活動が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

その他

ベンチやテラス等の休憩場所の充実

イベント等ができる広場の充実

駐輪場の充実

駐車場の充実

テレワークやweb会議などが出来る場の充実

集会所・貸しスペースの充実

雇用の充実

教育・子育てサービスの充実

医療・福祉サービスの充実

飲食店やカフェなどの充実

日常の買い物店舗の充実

～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳～

■年代別近隣センターに期待する機能（Ｎ＝711） 

TOPIC
1 

🏁ランタンフェスティバル 🏁とよよん 🏁青陵中学校ＳＴＰ  
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３）活性化に向けた段階的戦略 

近隣センターの更新時期の活用方法や沿道型地域拠点化等の検討を進めることを目的に、

地域でコミュニティ拠点化が進む「豊ヶ丘・貝取名店街」周辺をモデルとした、暫定活用等

による利用ニーズの把握・将来的な利活用方法の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）ＰＪの推進にむけて 

プロジェクトの推進にあたり、地権者である UR や地域活動者との勉強会や担い手育成を行

う検討組織等を設置する事で、具体的な取組み実施にむけた場の形成を早期に図ります。 

  

Ex)店舗前の軒先や、屋外スペ

ースを有効活用し休憩場所

等の活用を実施。 

空き店舗等を活用した暫定活用等を実施

することで、特に若年層住民が求める「魅

力的な店舗」の活用・運営の方法や、既存

ストックを活用した「居場所づくり」について、

利用ニーズを探る 

利用ニーズを踏まえ、将来的な更新

時期を見据えた近隣センターの再生

のあり方について、生活支援拠点や

沿道型地域拠点等も含めて検討 

事例：永山商店街イベント 
 

長 短 

2040 年代 

短期的な実践メニューイメージ 

Ex)空き店舗等を地域ニーズに合

わせた居場所として有効活用

し、求められる場づくりにつ

いて暫定活用等を実践。 

 

③賑わいを生むイベント

の定期的な実施・支援 

Ex)地域の賑わいを生むよう

な暫定イベントの定期的実

施・自立的な運営を支援。 

②利用者ニーズを引き

出す店舗の有効活用 

①屋外空間を利用した

居場所づくりの実践 

事例：まちづくりスポット茅ヶ崎 
 

事例：洋光台クラフトマルシェ 
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（７）公園・緑道活用プロジェクト 

１）基本方針 

地域の魅力である緑豊かな緑道や公園の更なる活用を図るため、プレイスメイキング等に

より地域ニーズに対応した空間のあり方の検討をすすめ、快適で安全・安心な、地域住民の

憩いの場となる屋外環境の創出を目指します。 

２）地区の現状と課題 

・地区内は公園のほか、貝取・豊ヶ丘地区

を中心に緑道などの屋外空間が充実して

いますが、開発後 40年程度が経過し、都

市基盤の老朽化も進行しています。 

・一方で多摩市では、ウォーカブルなまち

づくりを推進しており、コロナを契機と

した公園等の屋外空間の活用増進・従来

の利用方法と異なる柔軟な公共空間の活

用が期待されはじめています。 

・市民の声として住環境アンケートでは、

「休憩や散歩で利用しやすい公園」に加え、「イベントやキッチンカーなどが出店する公園」

等の新たな屋外空間の活用への期待が若年層中心に一定みられる点より、利用者ニーズを加

味した将来的な屋外空間の整備は重要な視点です。  

 

 

多摩市内でのプレイスメイキング等の状況 
「多摩中央公園」や「UR 永山団地」、「永山公園」では、市民参加型パークマネジメントの検討として、プレイスメイキ

ングの社会実験を実施しています。 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

防犯面で安心して利用できる公園

休憩や散歩で利用しやすい公園

イベントやキッチンカーなどが出店する公園

スポーツができる公園

健康器具の設置など健康増進が図れる公園

高齢者が利用しやすい公園

小さな子どもが遊びやすい公園

～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳～

■年代別将来の公園に期待すること（N=711） 
MA 上限なし 

TOPIC
1 

🏁多摩中央公園 🏁永山公園・ＵＲ永山団地 
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３）ＰＪの段階的戦略 

将来的な公園や緑道の整備を見据え、地域居住者が使いやすく、快適で安全・安心な屋外

環境の形成に向け、プレイスメイキング等を通じて新たな場の使い方を検証し、ニーズに応

じた将来的なハード整備を検討・実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）ＰＪの推進にむけて 

公園や緑道の柔軟な活用にむけては、市庁内での検討を進めるとともに、具体的な取組み

内容については、地域や事業者等と連携しながら、実施にむけた体制づくりを早期に進めま

す。

短期的な実践メニューイメージ 

老朽化が進む公園や緑道の課題解決

にあたり、多世代が快適に利用できる公

園や緑道の新しい場の使い方について、

早期にプレイスメイキング等を通じて実験 

利用者ニーズを踏まえ、新たな使

い方を促進するルールづくりや、

将来的な公園・緑道の改修やバ

リアフリー化等も含めたハード整

備を検討・実施 

短 長

期 

2040 年代 

Ex)可動式イスの設置などによ

る公園における新たな居場

所づくりの実証実験。 

Ex)公園の賑わいを通りに表出

し、エリアの一体的な賑わい

を創出するイベント等の実

施。 

①公園のサードプレイス

化実証実験 

②緑道・公園等を活用し

たマルシェの実施 

③柔軟な公園活用に向

けた規制緩和等の実証 

Ex)焚き木など従来公園で規

制されている活用について

利用ニーズ等を実証実験で

把握する。 

事例：多摩中央公園パークライフショー 
 

事例：永山団地イベント 事例：多摩中央公園パークライフショー 
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（８）移動の円滑化プロジェクト 

１）基本方針 

公共交通再編実施計画など関連する市の計画に基づき、交通不便地域の解消及び多様なモ

ビリティ等の活用も想定した更なる地域内の移動性向上を目指します。 

２）地区の現状と課題 

・貝取・豊ヶ丘地区は、路線バスによる駅ま

での公共交通ネットワークが充実してお

り、さらに、地区内の歩車分離による遊歩

道ネットワークも充実していますが、幹線

道路沿いとの高低差によるバス停等へ向か

うラストワンマイルの移動が課題です。 

・愛宕地区は地区内の高低差が大きく、公共

交通はコミュニティバスが中心です。 

・市では、多摩市公共交通再編実施計画によ

る交通不便地域等の解決に向けた検討や尾

根幹線道路整備の実施・検討を進めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■多摩地域公共交通再編実施計画交通不便地域 

豊ヶ丘４丁目～三徳間の自動 

運転バス実証実験 
 

自動運転の受容性や地域内移動手段の可

能性の検討を目的に、地域内の交通結節

点と商業施設を結ぶ自動運転の運行実証

実験を行いました。 

 

TOPIC
①１1 

グリーンスローモビリティ体験 
 

 

市が民間企業と協働で実施した「多摩ニュー

タウンの魅力実感イベント」の一環で、グリーン

スローモビリティの乗車体験を実施しました。 

TOPIC
①１1 

出典：多摩ニュータウン.com 
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４）ＰＪの段階的戦略 

将来的な地区内居住者の移動の円滑化の実現に向け、短中期的には、公共交通再編実施計

画と及び公共交通機関との連携を前提とした年代や地区特性を考慮した、地域ニーズに対応

するモビリティの導入に向けた実証実験を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）ＰＪの推進にむけて 

市の地域公共交通再編実施計画と連携した取組みの実施とともに、ラストワンマイルの実

証実験については、市と地域、事業者が連携し取組みの実現にむけた検討を進めます。 
  

公共交通再編実施計画と連携した公共

交通の再編、及びラストワンマイルの移動

支援やパーソナルモビリティの実証実験を

通して、地域ニーズに対応する交通サービ

スの実効性を検証 

実証実験のフィードバックをもと

に、効果的な運行、及びモビリ

ティスポットを適切に配置するこ

とで、地区内居住者の移動の

円滑化を図る 

2040 年代 

短 長

期 

・住宅から最寄りのバス停までの移動を電動車いす

やグリーンスローモビリティ等により結ぶこと

で、移動を円滑化する実証実験を実施。 

・ラストワンマイルの移動負担を軽減することで、

高齢者等の移動の円滑化を目指す。 

①ラストワンマイル移動支援のパーソナルモ

ビリティの実証実験（民地内） 

②公共交通再編実施計画と連携した公共交

通サービスの再編（幹線・公道） 

・公共交通再編実施計画と連携したコミュニティタ

クシー等の実証実験による交通不便地域の解消を

目指す。（貝取 1丁目・乞田地区等） 

※将来的に道路交通法等の規制が緩和された場合、グリーンスローモ

ビリティが緑道等の公道を走行することも視野に、交通結節点に

は、地域に開かれたモビリティスポット（モビリティポート）等を

配置することも検討 

 

 

短期的な実践メニューイメージ 

出典：日経 BP 総合研究所 出典：Auto Messe Web 
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プロジェクトの早期の展開イメージ 

「既存の拠点」が集積し、「コミュニティ拠点化」の動きが見られる「豊ヶ丘・貝取名店街」の

周辺を「チャレンジエリア」とし、「近隣センター」や近接する「公園・緑道」を活用した PJ

の実証実験の展開を目指します。  

近隣センターの閉じている店舗の軒先や

屋内空間の新たな使い方や柔軟な活用

方法について、地元の利用者ニーズを引

き出すチャレンジショップ等の開催を行い

ます。 

豊ヶ丘・貝取 
名店街周辺チャレ

ンジエリア 

近隣センターの屋外や、公園・緑道を

一体的に活用し、マルシェやキッチンカー

等の出店によるイベントの開催すること

で、屋外空間活用の利用ニーズの引き

出しを図ります。 

DO 

近隣センターに向かう移動手段として、

団地内通路や民地内にグリーンスロー

モビリティ等の運行を実証実験すること

で、ラストワンマイル支援を目的とし

た、パーソナルモビリティの効果的な運用

利用ニーズを探ります。 

CASE：1 

CASE：２ 

CASE：３ 

イラストやスケッチ 

イラストやスケッチ 

イラストやスケッチ 
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本地区におけるまちづくりの実現に向けては、リーディングＰＪを早期に動かしながら、各

プロジェクトが相関しながら、段階的な推進を図ります。そのため、短期（2030 年頃まで）は

長期的な事業展開を見据え、プレーヤー探しや機運醸成を図るイベント・実証を行うとともに、

庁内や関係者との調整を進める事を想定し、中期以降中期以降（2030 年～）は短期の実証や取

り組みの方向性を踏まえ、事業を推進していく事を想定します。 

 2022 年度（Ｒ4 年度）～（短期） 2030（Ｒ12 年度）～（中期以降） 

動
向 

     

既
存 

ス
ト
ッ
ク
活
用 

     

分
譲
住
宅
再
生 

     

公
的
賃
貸 

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生 

     

尾
根
幹
線 

沿
道
開
発 

     

近
隣
セ
ン
タ
ー 

活
用 

用 

 

     

公
園
緑
道 

     

移
動
の
円
滑
化 

     

 

 

想定スケジュール ５

は

じ

め

に 
まちづくり計画策定 

点から面の展開リノベーションまちづくり 

地元との勉

強会、検討
体制の構築 

検討体制
の構築 

リノベーション等を通した

住宅のストック活用検討 

目

指

す

ま

ち

づ

く

り

の

実

現 

分譲住宅再生の支援方策検討・支援の実施 

分譲住宅の再生 

諏訪・永山地区での暫定利用を通じた土地利用転換が進行 

共創プラットフォーム等と連携した 

地区の土地利用転換にむけた導入機能の検討 

地元活動者
と の 勉 強
会・担い手
育成等の実
施 

検討体制 
の構築 

居場所や利用ニーズを 

引き出す実証実験等 近隣センター再生にむけた取組み 

プレイスメイキング等 

による実証実験の実施 

公園や緑道の柔軟な活用・運営 

整備の実現 

公園や緑道の活用に受けた仕組み・制度等の検討 

 

モビリティ活用に
向けた協議・意見
交換等の実施 
 
勉強会等の開催 

 

公的賃貸マンションの再生 

公共交通再編実施計画等と連携した公共サービスの再編 

地区内の移動の円滑化に向

けたシニアカー等の導入実

証実験 

 

地区内居住者の移動の 

円滑化の実現 

実
証
段
階
で
の
連
携 
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各取組みの短期的な推進に向けて、以下のような各段階に応じた支援を行います。 

ＳＴＥＰ１：プロジェクトの取組み主体となる組織の立ち上げ 

リーディングプロジェクトの実現に向けては、行政をはじめとし、住民・権利者・民間事

業者や学校など様々な主体が連携した取組みが重要です。しかし、現在市内には多様な市

民・関連団体等が存在していますが、民間事業者や行政等と協働できる場は少ない状況にあ

ります。 

本計画のリーディングプロジェクトでは、まず初めに地域に関係する各関係者が課題を共

有し、議論を行う勉強会等の場を設けることで、地域資源である市民との協働によるプロジ

ェクトの推進を図ります。その際、市は組織立ち上げに向けた場や調整等の後援支援を行う

ものとします。 

ＳＴＥＰ２：リーディングプロジェクトにおけるプロジェクトの進行管理・コーディネート 

本計画のプロジェクトは、短期的な実践の積み重ねによる 2040 年代のまちづくりの実現を

見定めています。そのため、早期に展開できる短期的な実践においては、ＰＤＣＡサイクル

等を活用し、各取組みにおける目標を設定します。 

各プロジェクトにおける目標設定は、主体組織が取組み内容に応じ設定しますが、サイク

ル全体の進捗管理においては、再生推進会議等と連携することで、状況に応じた適切な支

援・助言や調整等のコーディネートを行うものとします。 

 

ＳＴＥＰ３：具体化するプロジェクトの推進を図る制度化・規制緩和等の検討支援 

ＳＴＥＰ２において設定した目標に対し一定の成果が出たプロジェクトに関しては、深度

化を図り、具体的な事業化等も含め検討を行うことになります。 

その際、実証実験等を通じ顕在化した課題に関して、制度化や規制緩和等の市の後援によ

り課題解決ができるものに関しては、協力し実現に向けた協議・検討等を進めることとしま

す。 

 

 

推進に向けた行政支援 ６

は

じ

め

に 


